
大和高田市生活交通確保維持改善計画 

（地域公共交通確保維持事業地域内フィーダー系統関係） 

 

（名 称）大和高田市地域公共交通活性化協議会 

（代表者）会 長 松 田 秀 雄 

 

１地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

（目的） 

大和高田市内には、３路線の鉄道（JR 和歌山線・近鉄大阪線・近鉄南大阪線）があり、鉄道

駅と主要施設および居住地を結ぶ、奈良交通の路線バスおよび本市のコミュニティバスが運行さ

れており、市民の重要な移動手段となっている。 

現在のコミュニティバスは、平成２８年４月１日に路線の再編を行い、市民交流センター（コ

スモスプラザ）を乗り継ぎ拠点とし、東部線・西部線・南部線の３路線で各々内回り・外回りの

６系統（3 台）で運行を行っている。これにより、市内郊外部から中心市街地の主要なバス停（JR

高田駅西口・近鉄高田駅・高田市駅・市立病院・市役所・さくら荘・市民交流センター）に大回

りせずに乗継なしで移動でき、更に中心市街地部分は６系統が交互に運行することで乗車チャン

スが大きく増加し、回遊性が高まり、主に買物・通院等を目的とした各方面からの利用者の利便

性の確保に努める。 

本市として、実勢に鑑みた運行事業計画を設け、地域公共交通確保維持改善事業に取り組む。 

 

（必要性） 

本市は核家族化と高齢化が進んでおり、コミュニティバスは、自家用車で移動できない交通弱

者となる方たちの貴重な移動手段としての役割が重要と考えております。 

 

２地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 

(1)事業の目標 

年   度 目      標 

平成 29 年度 月当たり利用者数 西部線  内回り 1,500 人 外回り 1,500 人   

東部線  内回り 1,000 人 外回り 1,000 人 

南部線  内回り 2,100 人 外回り 2,100 人 

平成 30 年度 月当たり利用者数を前年度比で増加させる。 

平成 31 年度 月当たり利用者数を前年度比で増加させる。 

 

(2)事業の効果 

大和高田市内線については、市域全域の公共交通空白地と人口集積地であり、商業施設、医療

機関が集積する市中心部とを結ぶ生活路線としての機能を果たすものと考えられ、又は高齢化率

の高い地区に公共交通を通過させることで高齢者の外出の促進にも寄与するものと考えられる。 

 

３地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」 

(1)添付資料･･･大和高田市コミュニティバスきぼう号「路線図」 

 



 (2)運行事業者の決定経緯 

「大和高田市内線」は、現在既に奈良交通株式会社に委託して運行していると同時に、現時点

において大和高田市を事業区域として運行する道路運送法第４条の規定に基づく一般旅客自動

車運送事業の許可を受けている乗合バス事業者は、奈良交通株式会社以外存在しない為、運行委

託事業者にする予定である。 

 

(3)地域内フィーダー系統の補足資料 

近鉄高田駅、高田市駅等の市内主要停留所において奈良交通株式会社が運行する地域間幹線系

統である八木新宮線・高田五條線・高田新家線・高田イオンモール線と停留所を共有しており、

路線バスからコミュニティバスへの乗換も容易に行うことができるため、広陵町・葛城市・御所

市等、周辺市町村から当市中心部各拠点への移動利便性が改善され、周辺市町村住民を含めた県

中部全域における公共交通による広域移動が容易になり、地域全体の活性化と公共交通の利用促

進に大きく寄与するものと思われる。 

 

４地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額の欄 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表２」を添付 

 ※尚、大和高田市から運行事業者への補助金（運行委託料）については、運行収入及び国庫補助

金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

５補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

奈良交通株式会社 

 

６地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要（地域内フィーダー系統） 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

 

７協議会の開催状況と主な議論 

第１回 大和高田市地域公共交通活性化協議会（平成 23 年 11 月 14 日） 

1 「（仮称）大和高田市地域公共交通活性化協議会」の設立について 

2 役員の選出について 

3 大和高田市内の交通の概況について 

4 平成２３年度事業計画（案）について 

5 その他 

 

第２回 大和高田市地域公共交通活性化協議会（平成 24 年 1 月 27 日） 

1 コミュニティバス「きぼう号」再編に向けたスケジュール 

2 コミュニティバス「きぼう号」の現状把握 

3 コミュニティバス「きぼう号」の課題 

4 コミュニティバス「きぼう号」の見直し方針（案） 

5 コミュニティバス「きぼう号」路線再編に向けた検討 

6 その他 

 

第３回 大和高田市地域公共交通活性化協議会（平成 24 年 3 月 28 日） 



1 大和高田市運行効率化計画（案）について 

2 背景・目的 

3 現状把握 

4 「きぼう号」の利用状況 

5 ニーズ調査 

6 現況の課題と取組の方向性 

7 目標と基本方針 

8 きぼう号の運行効率化計画と利用促進施策 

9 事業評価の方法 

10 その他 

 

第４回 大和高田市地域公共交通活性化協議会（平成 24 年 6 月 11 日） 

1 平成２３年度会計報告（決算） 

2 ニーズ調査 

3 現況の課題と取組の方向性 

4 目標と基本方針 

5 きぼう号の運行効率化計画と利用促進施策 

6 事業評価の方法 

7 その他 

 

第 5 回 大和高田市地域公共交通活性化協議会（平成 24 年 8 月 31 日） 

1 検討経緯と本年度調査の位置づけについて 

2 公共交通の再編に向けた検討について 

3 平成２４年度の事業内容について 

4 その他 

 

第 6 回 大和高田市地域公共交通活性化協議会（平成 24 年 12 月 4 日） 

1 バス利用者アンケート調査結果概要 

2 ＯＤ調査結果概要 

3 変更に向けた課題と対応 

4 きぼう号路線変更（案）について 

5 その他課題への対応 

6 検討スケジュール 

7 その他 

 

第 7 回 大和高田市地域公共交通活性化協議会（平成 25 年 2 月 15 日） 

1 きぼう号の路線再編（案）について 

2 大和高田市地域公共交通バリア解消促進事業の計画策定について 

3 今後の検討スケジュールについて 

4 その他 

 

第 8 回 大和高田市地域公共交通活性化協議会（平成 25 年 3 月 28 日） 



1 きぼう号のダイヤ設定の方針について 

2 今後の詳細検討に向けた課題について 

3 評価方法の検討について 

4 次年度以降の協議会検討スケジュール 

5 大和高田市生活交通ネットワーク計画（案） 

6 その他 

 

第９回 大和高田市地域公共交通活性化協議会（平成 27 年 6 月 5 日） 

1 きぼう号の現状と課題について 

2 きぼう号の路線再編（案）について 

3 これまでの協議会における検討課題に対する取り組みについて 

4 大和高田市生活交通ネットワーク計画（案） 

（地域公共交通確保維持事業地域内フィーダー系統関係） 

5 その他 

 

第 10 回 大和高田市地域公共交通活性化協議会（平成 27 年 12 月 24 日） 

1 きぼう号の新しい運行形態について 

2 きぼう号の路線再編の修正等について 

3 葛城市コミュニティバス（当麻新庄線）の休止区間について 

4 その他 

 

第 11 回 大和高田市地域公共交通活性化協議会（平成 28 年 6 月 2 日） 

1 きぼう号の再編後の利用状況等について 

2 きぼう号の再編後の課題等について 

3 地域内フィーダー系統補助申請関係資料について 

4 葛城市コミュニティバスの再編について 

5 広陵町コミュニティバスの再編について 

6 その他 

 

８利用者等の意見の反映状況 

  住民や利用者の代表として大和高田市商工会議所。片塩振興協議会。総代連合会。夢咲塾の代

表者からの意見を反映して本計画を作成した。 

 

９協議会メンバーの構成員 

当該市代表 大和高田市長 

一般乗合自動車運送事業者、

その他一般旅客自動車運送

者及びその組織する団体 

奈良交通㈱乗合事業部。（公社）奈良県バス協会。（一社）奈良県

タクシー協会。タクシー事業者。 

住民又は利用者の代表 大和高田市商工会議所。片塩振興協議会。総代連合会。夢咲塾。 

一般旅客自動車運送事業者

の事業用自動車の運転者が

組織する団体 

奈良県交通運輸産業労働組合協議会。 



国・県の関係行政機関の職員 近畿運輸局奈良運輸支局。奈良県県土マネジメント部まちづくり

推進局地域デザイン推進課。同地域交通課。高田土木事務所。高

田警察署交通課。 

 


